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全国救護施設協議会 令和８年度事業計画 

 

１．基本方針                             
近年、救護施設利用者の抱える生活課題は多様化・複雑化の傾向にある一方で、人員

を含めて資源に限りがある等、その対応に苦慮する側面もある。国の令和８年度予算で

は「保護施設等における施設機能強化」が盛り込まれており、業務の効率化・改善等に

よる、支援の質の維持・向上が求められている。 

本会では、救護施設を取り巻く状況が大きく変化を続けているとともに、少なからず

現場へ影響を与えている現状を注視し、状況に応じた対応の検討と実行が必要であると

捉えている。また、近年の物価高騰についてもその傾向の落ち着きを見通すことは困難

であり、救護施設や利用者、地域の被保護者等への影響についても留意したい。 

これらの背景も踏まえつつ、救護施設が真に支援を必要とする人を確実に受け止める

「最後のセーフティネット」としての役割を果たし続けるために、各地区救護施設協議

会や各都道府県救護施設協議会（組織）と連携し、以下の事業に取り組むこととする。 

  

２．事業の重点                               

（１）地域共生社会の実現に向けた行動指針の推進と社会への発信 

（２）利用者の人権を尊重した支援と、利用者主体の個別支援の質の向上 

（３）救護施設の「見える化」の推進 

 

３．事業の内容                            

（１）制度・予算対策活動の推進 

①救護施設をめぐる制度等の改善及び予算要望に向けた対応 

➢ 近年の利用者が抱える生活課題等の多様化・複雑化に対し、限られた資源で質

の高い支援を救護施設が提供していることについて、救護施設実態調査 2025

で明らかになった状況を基に、加算等による財政的支援が実態に即したものと

なるよう、要望の実施等を行う。 

➢ 近年の物価高騰の影響が救護施設の運営にも少なからず影響を与えており、物

価高騰の傾向が継続する場合、利用者の支援にも影響を与えることが懸念され

ることから、国による支援の働きかけや、会員施設等による都道府県ごとの個

別の働きかけを促進する。 

 

（２）地域共生社会の実現に向けた行動指針の推進 

①「救護施設が取り組む生活困窮者支援の行動指針」における重点項目の推進 

➢ 昨年度実施した救護施設実態調査の結果も踏まえつつ、「救護施設が取り組む

生活困窮者支援の行動指針」に示された事業に関する各施設の取り組みのさら

なる充実に向けた対応を検討し、「全社協福祉ビジョン 2025」が掲げる「と

もに生きる豊かな地域社会」の実現をめざす。 



2 

 

②本会および会員施設が行う生活困窮者支援の取り組みに関する社会への発信 

➢ 全救協 Web サイトやその他の機会を通じて、救護施設の取り組みを社会に発信

する。 

 

（３）「救護施設の機能強化に向けての指針」を踏まえた機能強化の推進 

①救護施設の「見える化」の推進 

➢ 地域の被保護者や生活困窮者等、救護施設による支援を要する方に適切な支援

が届く環境構築のため、地域社会に対する救護施設の専門性や活動等の「見え

る化」について検討・対応を行うとともに、会員施設による地域の関係機関や

地域住民との連携、地域貢献事業の取り組み促進等を働きかけ、救護施設の社

会的認知度の向上を図る。 

➢ 国の令和８年度予算として福祉サービス第三者評価（以下、第三者評価）の受

審促進が盛り込まれていることを契機と捉え、自らのサービスの質の向上とと

もに、その内容を公表することにより、救護施設の質の向上への取り組みの

「見える化」につなげるよう、会員施設の第三者評価の受審について一層の推

進を図る。 

②セーフティネット機能の強化 

➢ 救護施設実態調査 2025 を踏まえ、救護施設のセーフティネット機能の強化に

ついて検討を行う。 

➢ 引き続き、各施設における行動指針の重点項目への取り組みがより一層進むよ

う検討を行う。 

③地域生活支援の推進 

➢ 令和６年度より新設された「地域移行加算費」や「就労支援加算費」の取得状

況等の実態に応じた地域移行や地域生活支援の推進に必要な要素等について検

討を行う。 

➢ 全国厚生事業団体連絡協議会と連携し、救護施設退所者や生活困窮者等への地

域生活支援に向けた取組みを推進する。 

➢ 「増補改訂版 地域生活支援関係事業ガイドブック」の普及・活用を図る。 

 

（４）利用者の人権を尊重した支援及び利用者主体の個別支援の推進 

①利用者の人権を尊重した支援と、利用者主体の個別支援の推進・強化 

➢ 個別支援計画の作成の制度化や関連する加算の取得状況も踏まえつつ、救護施

設がこれまで進めてきた「本人の意思や意向を確認・尊重しながら個別支援計

画に基づく本人のエンパワメントを高める支援」をより強化・充実させるべく

必要な対応を行う。 

➢ 会員施設における人権を尊重した支援のさらなる推進に向けて、自施設の支援

を振り返る機会となる第三者評価の受審や、外部の人々が介入する仕組みとし
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て苦情解決・第三者委員会の設置、利用者への権利侵害・虐待防止を目的とし

た虐待防止委員会の設置等の積極的な取り組みを働きかける。 

②全社協主催「障害者虐待防止マネジャー研修会」への運営協力、参加促進 

➢ 全社協主催の障害者虐待防止マネジャー研修会の企画運営に協力する。 

 

（５）施設職員の資質向上 

①「改訂新版救護施設職員ハンドブック」の普及・活用  

➢ 「改訂新版救護施設職員ハンドブック」の改訂に向けた検討を進める。 

②全社協が行う福祉施設長専門講座への協力 

➢ 全社協（中央福祉学院）が行う福祉施設長専門講座運営委員会に参画し、企画

運営と参加促進に協力する。 

 

（６）全国大会・研修会の開催  

①第 48 回全国救護施設研究協議大会 

日程：令和８年 10 月 22 日（木）～23 日（金） 

会場：岡山コンベンションセンター（岡山県岡山市） 

②令和８年度救護施設経営者・施設長会議 

 日程：令和８年５月 28 日（木）～29 日（金） 

会場：全社協灘尾ホール 

③令和８年度救護施設福祉サービス研修会 

 日程：令和８年 12 月 15 日（火）～16 日（水）予定 

④第 49 回全国救護施設研究協議大会（九州地区）の開催準備 

 

（７）協議会組織の強化 

①各地区救護施設協議会組織の活動の促進 

➢ 全国レベルの活動と連携を強化しつつ、各地区協議会における諸活動の円滑な

運営を支援する。そのため、地区（ブロック）助成金を実施する。また、各地

区大会の開催に協力する。 

≪各地区大会開催予定≫ 

地 区 日 程 

北 海 道 ７月９日（木）～10 日（金） 

東 北 ７月 23 日（木）～24 日（金） 

関 東 ７月２日（木）～３日（金） 

北陸中部 ７月 16 日（木）～17 日（金） 

近 畿 ７月９日（木）～10 日（金） 
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中国四国 ７月 16 日（木）～17 日（金） 

九 州 ７月２日（木）～３日（金） 

②永年勤続功労者表彰 

➢ 永年勤続功労者表彰を実施する。 

③組織・財政の充実・強化 

➢ 本会組織の運営強化と、中長期を見据えた財務状況の一層の充実に向けた検討

を継続的に行う。 

➢ 令和８年度「全救協便覧」を発行する。 

 

（８）本会及び救護施設の広報・情報提供活動の強化 

①社会福祉制度・施策の動向等を内容とする情報の迅速な発信 

②制度・施策関連情報の提供 

➢ 社会福祉制度・施策に関する情報提供を目的とした「全社協 障害福祉関係ニ

ュース」の発行に協力する。 

③本会広報機能の検討 

➢ 本会 Web サイトの充実を含め、広報機能の強化について検討を行う。 

④「救護施設ＰＲパンフレット」の普及・活用 

➢ 「救護施設ＰＲパンフレット」を活用して、社会に向けた救護施設のＰＲをす

すめる。 

⑤「救護施設を活用した自立に向けた手引き」の活用 

➢ 「救護施設を活用した自立に向けた手引き」を活用して、福祉事務所のケース

ワーカー等への情報提供を行う。 

 

（９）災害時における支援体制の構築 

➢ 各地区・施設において全救協「災害対応マニュアル」の一層の普及・活用を図る。 

➢ 災害発生時、各地区協議会と連携し、迅速な状況の把握と対応の検討を行う。 

 

（10）会務の運営 

①総会の開催 

日程：令和８年５月 28 日（木） 

②常任協議員会の開催 

③正副会長・委員長・地区会長等会議の開催 
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④専門委員会の開催 

ア）総務・財政・広報委員会 

イ）制度・予算対策委員会 

ウ）調査・研究・研修委員会 

⑤特別委員会の開催 

ア）救護施設における生活困窮者支援に関する特別委員会 

イ）救護施設のあり方に関する検討会 

ウ）個別支援計画に関する検討委員会 

⑥その他（必要に応じた）会議の開催・参画 

 

（11）全社協各種委員会への参加、関係団体との連携 

①全社協各種委員会等への参画協力（予定を含む） 

ア）全社協 評議員会 

イ）全社協 社会福祉施設協議会連絡会会長会議および調査研究部会 

ウ）全社協 政策委員会および幹事会 

エ）全社協 福祉サービスの質の向上推進委員会 

オ）全社協 福祉施設長専門講座運営委員会 

カ）全社協 国際社会福祉基金委員会 

キ）全社協 障害者虐待防止マネジャー研修会運営委員会 

ク）障害関係種別協議会等会長会議 

②関係団体への参加協力(予定を含む) 

ア）認定特定非営利活動法人 日本障害者協議会(ＪＤ) 

イ）社会福祉法人福利厚生センター 


